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職業訓練受講給付金における特定個人情報の取扱いについて 

平素は本県職業能力開発行政の推進について御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、このことについて、厚生労働省職業安定局総務課訓練受講者支援室長補佐並びに同省職業能力

開発局能力開発課訓練企画室長補佐より、別紙のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

つきましては、関係者への周知を図るとともに職業訓練受講給付金における特定個人情報の取扱いに

当たっては、遺漏の無いよう、適切な対応をお願いいたします。 
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職業訓練受講給付金における特定個人情報の取扱いについて 

 

公的職業訓練の実施については、日頃から種々御協力を賜り、深く感謝申し上

げます。 

さて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（以下「マイナンバー法」という。）に基づき、平成 28 年 1 月以降公共職業安

定所（以下「ハローワーク」という。）において、職業訓練受講給付金給付金（以

下「給付金」という。）の支給を受ける者から当該者の個人番号（以下「マイナ

ンバー」という。）について提供を求めることとされており、平成 28 年 1 月以降

職業訓練受講給付金支給申請書（以下「申請書」という。）にマイナンバーを記

載する欄が設けられることとなっております。 

マイナンバー法第 20 条では、何人もマイナンバー法に定められた場合を除き

マイナンバーを収集し、保管してはならないこととされておりますが、公共職業

能力開発施設（委託先の民間教育訓練機関等を含む。以下同じ。）は給付金に関

してマイナンバーを収集できる者として定められておりません。 

このため、公共職業能力開発施設に対し、申請書のマイナンバー記載欄につい

ては、申請者がハローワークに給付金を支給申請する際に記載すること、公共職

業能力開発施設が受講証明時に給付金の支給を受ける者にマイナンバーを提供

させてはならないこと及び申請者が申請書にマイナンバーを記載して持参し、当

該申請書を公共職業能力開発施設が一時的に保管する場合又は受講証明の控え

として公共職業能力開発施設が保管する場合は、マイナンバー記載欄を判別でき

ない方法で直ちにマスキングすることへの周知に御協力いただきたく、特段の御

配意をお願いいたします。 

また、当該周知を円滑に行っていただくため、別添のとおり周知用リーフレッ



 

トを作成いたしましたので、ご活用いただきますようお願いいたします。 

なお、ハローワークから申請者に対して、ハローワークで給付金の支給申請を

行う際に申請書にマイナンバーを記載すること及び申請書の提出にあたり公共

職業能力開発施設にマイナンバーを提供する必要はない旨について、ハローワー

クで申請書を交付されるに際して説明していることを申し添えます。 
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